
農福連携等推進ビジョン(2024改訂版)の概要

Ⅰ 農福連携等が実現を図る社会
農福連携は、農業と福祉が連携し、障害者の農業分野での活躍を通じて、農業経

営の発展とともに、障害者の自信や生きがいを創出し、社会参画を実現する取組
農福連携の更なる推進には、「知られていない」「踏み出しにくい」「広がっていかない」

といった課題に加えて、地域ごとの状況（農繁閑期の農業と福祉の需給ギャップ等）に
応じたマッチング等の現場で生じている課題に的確に対応していく必要
地域に生きる一人ひとりの社会参画を図るため、高齢者、生活困窮者、ひきこもりの

状態にある者、犯罪をした者等の社会的に支援が必要な者にも対象を広げ、また、林
業、水産業と福祉の連携に広げていくことも重要
農福連携等を通じて、全ての人々が地域で暮らし、多様な形で社会に参画し、生き

る力や可能性を最大限に発揮できる地域共生社会の実現に貢献
改正食料・農業・農村基本法に農福連携が位置づけられたことも踏まえ、本ビジョン

に掲げられた取組を官民挙げて実践

Ⅱ 農福連携等の意義
１ 社会的に支援が必要な者にとっての意義

・個々の特性に合った農作業により、賃金・工賃の向上、職業能力の開発・向上等も期
待でき、社会的に支援が必要な者の就労・社会参画支援や立ち直り支援に貢献

  ・コロナ禍を通じて、孤独・孤立や生活困窮の問題に直面する者の存在が浮き彫りとなる
中で、地域全体で働きづらさや生きづらさを感じている者を支援することが必要

２ 農業経営体等と農村にとっての意義
・今後、農村地域で人口減少・高齢化が急激に進行することが見込まれる中で、

多様な人々の活躍を通じた地域農業の振興や地域共同活動の継続が重要
・農作業の見える化・標準化や働き手の確保による農業経営へのプラス効果が期待

３ 企業や消費者にとっての意義
・農福連携等の商品の販売・消費等を通じた企業価値の向上や新たな需要の創出

Ⅲ 農福連携等の現状と課題
①認知度の向上②取組のきっかけと定着③取組の拡大と成長の分野ごとに取り組んで

きたが、以下の課題への対応が必要
・農福連携等に関する地域ごとの課題を地域内で共有・相談・解決できる場の創出
・障害者等が働きやすいソフト・ハードの環境整備
・農業の担い手や新規就農者の農福連携等に取り組む意欲の喚起
・企業、消費者などターゲット別のプロモーション
・地域内外の多様な連携により、販路の開拓や付加価値の向上
・地方公共団体、農業団体、福祉団体、経済団体等の協力促進 １



Ⅳ 農福連携等の推進に向けた新たなアクション
農福連携等に取り組む主体数を12,000以上、地域協議会に参加する市町村

数を200以上とすることを目標とする※

１ 地域で広げる～点的な取組から地域への広がりへ～
○ 地域単位での仕組みづくり
・都道府県段階での農業と福祉のマッチングを支援
・関係省庁が連携して、地域協議会や伴走型コーディネーターによる支援などの  
活動を通じて、地域単位での農福連携の推進体制づくりを後押し

○ 障害者等が働きやすい環境の整備
・生産施設等の整備、障害者等の農業技術の習得等を支援
・農業法人等への障害者の就職等の推進と実践的な研修の推進
・障害者の作業をサポートするスマート農業技術等の活用

○ 地域における多様な連携の推進や専門人材の育成と活躍の場の確保
・ノウフクJASの認証取得を推進
・障害者就労施設等と企業との連携によるノウフク商品のブランド化
・福祉事業所や障害者等の地域共同活動への参画促進に向けた事例収集・横展開
・マッチングを行うコーディネーターや農福連携技術支援者等の育成と活動支援

２ 未来に広げる～未来の担い手の育成と新たな価値の発信～
○ 農福連携等の強みの発信と未来の担い手の育成
・農業の担い手に対するセミナー等を通じて、農福連携等の意義や効果を普及
・特別支援学校における実技・実習に農業者が協力・支援を行うよう働きかけ

○ 新たな価値の発信とユニバーサルな取組への進化
・11月29日を「ノウフクの日」に設定し、関係団体・企業等が連携した普及啓発を
推進

・農福連携等応援コンソーシアム会員が連携して商品開発等を行う仕組みを構築
・エシカル消費に関心のある若年層向けにSNS等による情報発信

３ 絆を広げる～ユニバーサル農園の拡大と「農」「福」の広がりへの発展～
○ ユニバーサル農園※の普及・拡大
・ユニバーサル農園の事例やノウハウを取りまとめて普及
・農業での就労を目的としたユニバーサル農園の開設や施設等の整備を支援

○ 社会的に支援が必要な者の農福連携等への参画の推進
・ハローワーク等の関係機関が連携し、農業分野での障害者等の雇用を促進
・犯罪をした者等の就農意欲喚起等に向けた農業実習等を推進

○ 林福連携・水福連携の推進
・林業及び水産業において、傾斜地、海上等の特殊な環境での作業もあることにも
留意しつつ、マッチング、研修の促進、経営発展を目指す取組の推進

※ 令和12（2030）年度までの目標

※ 世代や障害の有無を超えた多様な者が
農業体験を通じて社会参画を図る農園
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